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議事の経過

○青木 皆さん、おはようございます。本日も大変お忙しい中、ご出席いただきまして

誠にありがとうございます。

ただ今より「第 回目（仮称）茨木市地域コミュニティ基本指針検討委員会」を開催6
させていただきます。まず初めに齋藤委員長からご挨拶をお願い申し上げます。

○委員長 皆さん、おはようございます。正月が明けてから早もうひと月になりますけ

れども、皆様お元気でご活躍のこととお喜び申し上げます。新年最初の委員会でありま

すので、あらためて、皆さん明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願い

いたします。

前回一定の取りまとめのご提案を事務局のほうからさせていただきましたけれども、

さまざまなご意見がございました。その辺りも踏まえて種々ご論議いただいて良いもの

にしていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。各委員におきましては積

極的なご発言をお願いして、ご挨拶といたします。

○青木 どうもありがとうございます。それでは早速ですが、進行のほうもよろしくお

願い申し上げます。

○委員長 それでは早速ですけれども、会議を始めたいと思います。

まず、傍聴の件ですが、本日はお二人の方の傍聴を認めております。今回は初めに大

西市民生活部長から少しお話をいただきます。よろしくお願いいたします。

○大西 少し時間をいただきましてご報告させていただきます。この春、茨木市長選挙

が 月 日の任期満了を受けまして、 月 日告示、 月 日投開票の日程で実施されま4 17 4 1 4 8
すが、皆様ご承知のように今の野村市長が出馬しないことを表明されております。

これまで本委員会にお示しさせていただきました資料等は、当然のことながら現市長

の意向に沿ったものでございますが、ご協議いただいておりますコミュニティの活性化、

また、時代に合った地域コミュニティの構築につきましては、どのような体制になろう

とも大きな方向性に変化はないと考えております。

今回を含めまして、あと 回ほど委員会の開催を予定させていただいておりますが、3
これまでの議論や意見は市民の皆様方や、また、専門的な立場からの意見として 月以4
降も変わることなく反映し、協議してまいりたいと考えております。

当初に予定しておりましたとおり、年度内に皆様方のご意見などによる成案をと考え

ており、その後パブリックコメントなどを経まして、早期の指針策定を予定しておりま

すが、少し遅れる可能性があることもご承知おき願いたいと考えております。以上で報

告させていただきます。よろしくお願いいたします。

○委員長 ありがとうございました。部長からお話がありましたように、この検討委員

会は茨木市のコミュニティのあり方や方向性について、市民の思いを反映させるもので

あると認識しております。そのような観点から議論を深めていきたいと考えおりますの

で、よろしくお願いいたします。



それでは、前回の開催から少し経過しておりますことから、前回の振り返りと本日ま

での経過を事務局から説明をお願いいたします。

12○青木 それでは前回の振り返り 経過等をご説明させていただいます 前回は年末の、 。

月 日に第 回目を開催させていただきまして、 回目から 回目の取りまとめという21 5 1 4
ことで、一定皆様方のご意見を反映させた指針のたたき台的なものをお示しさせていた

だきました。ご説明させていただいて、さまざまなご議論をいただいたところでござい

ます。

そのあと年が明けまして 月に入ってから会議録等を調整いたしまして、皆様にご送1
付した後、 月 日にホームページにアップしております。1 20
続きまして、本日お持ちの資料でございますが、 月 日に送付しましたので、きの1 21

う月曜日ぐらいには届いていると思います。ご送付させていただいて、あらかじめ少し

目を通していただくということでお願いしておるところでございます。前回の振り返り、

それから経過については以上でございます。

○委員長 ありがとうございました。それでは今の事務局からの説明につきまして、何

かご質問、ご意見等はございますか。

なければ、協議事項（ 「コミュニティ基本指針策定に向けて第 ～ 回検討委員会1 1 5）

まとめ」について、事務局から説明をお願いいたします。

前回も一定のまとめの資料をお示ししましたけれども、主体は誰なのか、明確さに欠

けるのではないかなど、さまざまなご意見がありました。その辺りの修正をした上での

今回の説明になればと思います。事前に配布いただいておりますので、簡単にお願いし

たいと考えています。

○青木 それでは、今回の資料についてご説明させていただきます。先ほども申し上げ

、 。ましたように 前回は第 回から第 回目を一定取りまとめた形にさせていただきました1 4
それをご議論いただく中で、やはり委員長からございましたように、誰がやるの。ある

いは、少し明確性に欠けるのではないかというようなご意見も頂戴したところでござい

ます。

前回と比較いたしまして、大きな流れは変わっておりません。 番、 番、 番、策定1 2 3
にあたって、それから地域コミュニティの特性、市の現況等については、ほぼ変わりは

ございません。

番以降ですけれども、明確化ということで、 、 ページをお開きください。方向4 12 13
性ということで少し、 ページのところですが 「要検討」とは書いてあるんですけれど13 、

も、目指すべき地域のコミュニティ像ということで、一定皆様方のご意見、あるいは、

他市の先進的な事例も参考にしながら少し書き加えております。

大きな つの点が柱になろうかと思います。 つ目については、まず「市民の交流と連3 1
携 。今まで少し独立独歩のところがあった地域団体が交流しながら、連携しながらやっ」

ていきましょうというところを つ追加させていただいております。1
番目ですが 「多様な主体による協働のコミュニティづくり」ということを書かせて2 、



いただいております。今まで地域住民それぞれがさまざまな団体に関わりながら、地域

活動を行ってきております。今後は加えて、 ですとか、あるいは事業所ですとか、NPO
学校、既に連携されているところもあろうかと思いますけれども、そういうところもコ

ミュニティづくりに共に取り組んでいくという趣旨でございます。

番目でございますが、基本的にやはり地域コミュニティというのは行政が主体となっ3
てやるものではございません。地域住民あるいは地域団体等による自発的・自立的なコ

ミュニティづくりということで、主体になるのは基本的にはやはり地域住民、地域団体、

それを行政がサポートするというスタンスで書かせていただいております。

続きまして 番にまいりまして、ここで変わっているのが、地域の協議の場づくり、5
あるいは組織化というのを明確にさせていただきました。

そして、主体は誰がやるのかというところがございましたので、地域が主体的に行う取

り組みということで、協議の場づくり、 番の地域・組織の活性化、 番の地域自治組織2 3
づくりの推進。ここで 番の「地域自治組織づくりの推進」のところで、いわゆるまち3
づくり協議会、あるいは自治協議会的なもの、各種団体が横のつながりを深めて、組織

化を図って、地域が一つになったというところを明確化しております。

その自治組織づくりのつくり方についても、一から新しくつくる方法、それから現存

する地域組織、自治会、 、公民館、福祉委員会等々の地域団体が構成団体となって、PTA
組織となっていく。あるいは、現状、前回のご議論の中でもあったのですが、コミュニ

ティセンターの管理運営委員会ですとか、公民館の運営委員会、そういった団体は基本

的に地域の各種団体が構成団体となってというところがございます。そういうところを

発展的に役割を拡充させてつくっていくという方法を、ここで つほど掲げさせていた3
だいております。

その下の図ですが、これはどこの自治体でもある図です。行政とその地域自治組織がど

ういう役割を果たすのか、どういう関係性にあるかというのをイメージとして、図とし

てお示しさせていただいております。

そこにもございますが、地域担当職員が一定の窓口的なところになる役割としては、

その地域連携の支援、それから、さまざまな行政情報等の提供を行いながら。あるいは、

自治組織については当然地域課題についてその担当職員等が相談を持ちかけたり、ある

いは、地域としての考え方を提案したりという図式になっております。

地域担当職員も今のところは専任ではございませんので、すべてを背負って前面に出

るというわけにはいきませんので、それを各担当部課と情報の共有、それから連絡調整

等をしていくという役割を掲げております。

それから、次の ページです。人材の発掘、育成というのが重要な課題かなと考えて16
おりますことから、地域が主体になって行っていく取り組みとして、もっと若い世代等

々の参加を促すことを書かせていただいております。

取り組み事例として、皆様ちょっとお聞きになったことがあるかどうかはわかりませ

んが、少し若い世代、 代、小学校・中学校の の なんかのお父さん方が、昨今40 PTA OB
あちこちの地域であるんですけれども、おやじの会をつくられておられます。そこから



コミュニティに、地域活動に参加される方を発掘していこうというところでございます。

それから 番の「地域情報の発信」ですけれども、今般、沢池校区でもございました5
が、地域住民で統一だった形で情報を発信していくことを書いています。それぞれの団

体がそれぞれで発信していくと、地域住民にとってもわかりにくい部分がございます。

それぞれの地域団体も単体で出しているそういう情報発信をしているのでは、効果的、

効率的かというと少し疑問が出ますので、地域の各団体が一つになって情報を発信して

いくと。地域新聞の作成ですとか、ホームページを作成したりというような形で書かせ

ていただいております。

それから、一緒に地域と行政と協働で取り組むということで、地域活動の財源確保が

あります。当然ながら市も今各種団体に補助金等という形で出しておりますが、自主・

自立ということを考えれば、その財源を確保していくためにはどうしたらいいのかとい

うことで、共にその財源の確保については取り組みを進めていくというところでござい

ます。

番はちょっと明確性には欠けるというご意見もあったのですけれども、当然ながら2
法人ですとか、企業、事業所、多様な組織の連携・協働ということがございます。NPO

この委員会の中で、一番大きなものとして自治会の活性化が大きな課題になっており

ます。自治会の加入について、誰がやるのかというところが不明確だよというご意見が

ございますので、自治会の加入促進についても、地域が行う加入促進、行政が行う加入

促進、共に取り組む加入促進ということで つの段階に分けて書かせていただいており3
ます。

、 、 。最後に 地域活性化で行政側が行う支援策の推進ということで これも明確化しました

そしたら行政は何をするのかということです。 番目には前回もありましたが、地域活動1
の拠点の整備ということで、現状、公民館、コミセンが併存している。ご意見の中では、

市の中で同じ地域活動拠点という位置づけにして、管理運営の仕方、利用の仕方を統一

していかないと少しわかりにくいよというところもございました。いろんな方に自由に

使っていただくというスタンスの下に、コミセン化の推進ということで書かせていただ

いております。

月には彩都西地区に新たにコミュニティセンターがオープンいたします。また現状、4
三島公民館が三島コミュニティセンターということで、これもコミュニティセンターに

変わっております。どちらも指定管理者、地元の管理運営委員会に管理・運営をお願い

しようということで進めているところです。

番目ですけれども、地域担当職員の配置ということで、一定配置を進めますというこ2
とで書かせていただいています。役割としては、先ほどの図のところにもあったんです

が、地域の連携支援、プラス行政情報の提供、あるいは、地域課題の行政内での共有の

窓口という位置づけをさせていただいております。

それから 番目、職員の意識改革です。当然ながら、これまで反省すべき点ですけれど3



も、どこの職員についても地域との交わりが少し足らない部分があったというところが

あります。今後はやはり地域がいくつか集まって市を成しているという感覚を職員が当

然持つようにして、地域との協働パートナーシップ、そういう行政運営を図っていける

ようにということで位置づけております。

番目ですが、地域への財政支援ということで、補助金、各種団体に出ているものを、4
すぐにというわけにはいきませんけれども、一括交付金化としての検討を進めています。

従前まで市のやり方としては一律、そしたら平成何年度からバサッというような形をし

ておったのですけども、当然地域のその受け入れの態勢もございますので、補助金をい

くつかまとめて、できるところからというようなスタンスかなと考えております。

それから最後ですが、さまざまな情報や機会の提供ということで、これは前回にはなか

ったのですが、当然ながら、行政は財源も、マンパワーもございます。情報収集力も、

地域の全体的な全国各地の状況とか、大阪府内の状況とか、そういう情報の収集力はた

けている部分がございます。そういった所で情報の提供と書かせていただきました。

また、市内各地域の情報を集約して、各地域に情報提供していくと。あるいは、人材

育成のところにもあったんですけれども、そういう地域のコミュニティの活性化事業で、

なかなか地域単独では難しいというところの部分については、やはり行政が音頭をとっ

て進めていくようにします。人材育成研修会の開催などを行政がしていきながら、地域

については、例えばおやじの会をつくり、地域への参画の仕方などを学んでいただくと

いうような形で書かせていただいております。

前回との違いですが、誰がやるか、どういう取り組みをしていくのかということを少

しはっきりさせていただきました。

今回、例えば活性化に向けた方策の中で、我々行政側が持っている情報で、いろいろ

な取り組み事例を書かせていただきました。

ページの取り組み事例の中では、地域のテーマ型組織が連携したお祭りや、当然今14
でもされてはおられると思うんですけども、そういうのを書かせていただきました。今

回、地域活動の中で、こんな取り組みもあるよという事例もお聞かせいただければなと

思っております。

少し早い説明で申し訳ないのですが、今回の資料についての説明は以上でございます。

よろしくお願いします。

○委員長 ありがとうございました。既にお目通しいただいておられると思いますので、

お読みになって付け加えたい項目や内容の質問などがあれば、ご意見のほうをよろしく

お願いいたします。全体的なことでも結構ですし、個別的なことでも結構ですので、よ

ろしくお願いいたします。どなたからでも結構ですので、いかがでしょうか。

○Ｆ委員 ページの に書かれております「 法人、企業等、多様な組織との連携17 2 NPO
・協働」という書かれ方をされておりますが、この辺はやはり窓口はこちらですか。そ

の取りまとめというか、協働をどういうふうにしようか、それは具体的にどういうふう



にお考えですか。

○青木 例えば、他市でこういう が地域活動に参加されておられて、一緒になってNPO
やっておられますよとか。先ほどの行政情報の提供等が市の役割というところがありま

した。例えば水尾校区でしたら、そこでやっておられる 法人とか事業所という情報NPO
提供を、地域に対してさせていただくのは市民活動推進課かなと思います。

○Ｆ委員 個人的なことを申しますと、私は環境関連の をやっております。そうしNPO
ますと、窓口は環境課かなと思ったりもするんですけど、そうじゃなくて、そちらのほ

うでまとめていただけるならありがたいと言えばありがたくて、横にも広がるのではな

いかなと思います。何度かそういうことで、市民運動的ないろいろアドバイスも受けに

伺いましたけれど、素地ができていないというか、そういう団体の申し入れも別に聞く

耳がないというか、姿勢がないというか、そういうところもあります。ですから、これ

が本当にただの文面でなくて、実質的に推進していただけると、すごくうれしいなと思

います。

○委員長 ありがとうございました。

○Ｇ委員 よろしいですか。今の関連で同じ ページの②のところで、 法人とか企17 NPO
業との連携・協働というところがあります。ここの文章でいくと、まず「そこで」とい

うところですが、これは 法人を主にした文章で、その次 「企業」というところでNPO 、

は、これは企業に対してというところになるのかなということですが、企業の部分で言

うと 「また」というところからは別にしてもいいのかなと思いました。、

今のお話とも関連するんですけれども、企業に対しては地域等がコミュニケーション

をもっと図ってくださいよと。そういう呼びかけをしますよという部分と、災害という

ところのその人材とか物資の確保、活動を進めることを、企業に対して求めているのか

というところなのですね。

このままでいきますと「 団体や量販店等、企業と連携した防災対策を進めます」NPO
ということになってきます。それであれば、ここもまた以降は別ランダムという形で、

防災に関しては両方に求めましたという形のほうがいいのかなという気がします。ただ、

企業に対して求めるのであれば、 団体とかその辺のものはカットして、企業に対しNPO
ては、そういう防災については、連携したときの対策、その辺を求めていきますという

ふうな文章に変わってしまうのかなという感じがします。

この辺もその企業に対して、どこが、どの部署が求めるかとなってくると、おそらく

危機管理課になっていると思うのですよ。先ほどと同じように縦割りになってしまって

いるので、その辺はどの部署が企業に対して求めていくのか。 法人に対してはどのNPO
部署が求めていくかというのが、非常に庁内でその部分をしっかりとしていただかない

と、文言的には書いてあるけれども、主管はどこの部署だろうということになってしま

います。結局は書いただけで、 法人に対しても、企業に対しても、そういう協力をNPO
求めることはなかなか進んでいかないのかなという気がしますので、その辺を含めてお

願いしたいと思います。



○青木 Ｇ委員がおっしゃったように、項立てとして、②の「 法人、企業等、多様NPO
な組織との連携」ということの項立ての中で、 に対しては、あるいは企業、事業所NPO
に対しては、段落というんですかね、②の（ ）と（ ）というような書き方をして、そ1 2
こを庁内体制としてどこがアプローチしていくのか。どこが主担となっていくのかをも

う少し明確化というところですね。

○Ｇ委員 あと、災害の部分をどうするかですね。そこも段落分けして、災害について

はいろんな団体に求めますよというふうに持っていくかですね。

○Ｆ委員 今は災害については自治会が主になっているんじゃないんですね。

○青木 今、主としては自治会等を中心にして、校区単位の自主防災会をという投げか

けをしております。既に校区単位で 小学校区の内 ほど自主防災会ができています。32 25

○Ｈ委員 自主防災組織ですね。

○青木 はい、できていない小学校もあるんですけども、基本的には自主防災会という

のは自治会が音頭をとって作ってくださっています。あるいは、音頭をとるのは連合自

治会さん等がとって、あとはその地域校区内の各種団体を構成メンバーとしてという形

でやっておられるのが一般的かなと。

○Ｇ委員 自主防災組織の主管部署は危機管理課です。主体として自治会さんなんかが

中心にやられていたりというところでやっています。自治会さんはこちらが主管とで、

自主防災になってしまうと主管が変わってしまう。

○Ｆ委員 でも、両方協働してやったらどうですか。

○Ｇ委員 そこは縦割りがうまく庁内で連携してもらわなければ ･･･。地域コミュニティ

として、そういう自治会であったり、自主防災会であったりという全体的に捉えていっ

たときに、今のままでいくと非常にその縦割りが障害になるところは当然出てくると思

います。だから、その部分は役所の中でいかにスムーズに連携をとっていただくかとい

うのが一つの課題になるかなと思います。

○Ｈ委員 昔からある防災ってありましたよね。何か昔から生きているものがあって。

○青木 消防団ですか。

○Ｈ委員 消防団です。それと自主防災組織は。

○Ｇ委員 また違います。



○Ｈ委員 そこが相いれないというか。バラバラなので、いざ防災のことになったら、

どういう機能を果たすのかな。

○Ｇ委員 消防団は消防本部のほうになってしまいますので、消防管轄はまた別なので。

○Ｈ委員 でも、地区ごとにありますよね。

○Ｇ委員 それぞれの地区にはあるんです。

○Ｈ委員 それも消防団は消防署が。

○Ｇ委員 消防団の人は消防本部ですね。例えば組織が全部違います。

○Ｈ委員 バラバラですけど、東海・東南海地震がもう 年以内に必ず来ると言われて30
いる。どこの市町村でも防災はすごく意識が高まっていますし、特に地域のコミュニテ

ィというのは防災意識が大事だなと思います。だから、もうちょっと整理ができたほう

がいいんじゃないかなと思いますね。みんなが助け合うことは災害のときが多いですも

んね。

○Ｇ委員 大規模な災害のときは、正直なところ、公的なものってすぐにはもらえませ

んので。自分で守るか、周りで協働して守るかしかない。

○Ｈ委員 それもすっきりさせとかないと、どういう形で動いていったらいいのかわか

らないというのもとても不安ですね。

○Ｂ委員 今 年に 回ぐらい防災訓練をしているんです。私のところは○○小学校です1 2
けどね。自主防災会で訓練しています。堤防のほうでしたりとか、あるいは学校でした

りとかね。本当は子どもからお年寄りまで出てもらったら一番いいんですけど、大体役

員ぐらいしか出てきません。その呼びかけを町内でしていることはしているんですけど

ね。

○Ｈ委員 市レベルになればね。

○Ｂ委員 だから、みんな切実に感じてないというかね。よそ事のように、まだそこま

でここらは来ないだろうとか、自分には降りかかってこないだろうという感覚でね。行

った人は実際にホースを持ったりとか、消火訓練したりして、呼吸法も習ったりして、

役に立ったって初めて行った方はおっしゃるんだけどね。その呼びかけがもうちょっと

何かスムーズにできたらいいなというふうに思っているんです。行く人はいつも一緒で、

書き方も実際に起きたら、自分の名前も住所も書いてということを説明して言うんです

けどね。行かれた方は「よかった、実際起きたらこんなふうにしたらいい」というふう



におっしゃるんだけど、どのように召集して参加していただくかというのが、今の私た

ちの地域の課題ですね。

○Ｈ委員 東日本大震災の記事をずっと読んでいたら、地域のコミュニティがしっかり

していて、防止意識がしっかりしているところは全員助かっていたりするんですよね。

そこの地区はお年寄りや赤ちゃんを守りながら、いろいろな形をみんなでやっていって

おり、そういうのがすごく大事かなって思います。地域のコミュニティは防災に尽きる

のかなって思ったぐらいなんです。

○Ｇ委員 学校の進めている地域コミュニティをどうつくっていくかという指針のとこ

ろで、その辺はきっちりとやっていく必要はまずあるかなと思います。確かに東日本の

場合は、かなり地域性もあったんですけどね、あの辺はかなりもともとの防災意識が高

い所だったので、その中でもきっちりやっている所、やっていない所で、やはり差が出

ているのが現状かなと思います。

その指針をつくりながら、やはり指針もそうですけども、行政の中で今の縦割りをい

かにうまく連携するかというところを地域と進めていただければ、それこそそういう活

動をやっても参加者が少ないとかいう問題もなくなってくるのかなという気もします。

○副委員長 今のお話しされているやつ、いわゆる縦割りの話でいうと、コミュニティ

の推進はどこまであるんやと。全庁的に取り組んでいるのかということだと思うんです

よ。それは のこともあるのですけれども、その縦割りの中でやる横断的な、全庁的NPO
な組織体制を、どう役所の中で取るかというのが一つ言えますよね。多分その推進体制、

いわゆるコミュニティ進行計画ないし指針をつくったときの庁内の推進体制はどこか。

この中に今ふれられていないので、それはやはり書くべきだと思います。

NPOただ、そこで全部解決できるかどうか。いわゆる多様な主体というか、いろんな

とコミュニティとかの連携をどこが取っていくのか。それぞれがつながればいいんです

けれども、そこをつないでいく組織はどこなのか。一般的に協働コーディネートできる

のは人なのか、組織なのか。そういうものも要ると思います。

その機能を担わすのが、例えば、市民活動をサポートするセンターがありますよね。

例えば伊賀市のように市民活動センターに住民自治のサポートもさせる。いわゆるコミ

ュニティの支援を行う機能を持たせていますし、我々も滋賀で取り組んでいたら、いわ

ゆるテーマ型の活動だけではなくて、コミュニティの支援と両面でやっていくような支

援センターづくりをしているんですね。例えば今そんなセンターにそういう機能を持た

せられるかどうかわかりませんけれども、そういうのをやると、そこが一種の協働コー

ディネートを担って、今のいわゆる組織間の連携を図るような調整役になれるかなとい

う気もします。

それと併せて、例えば人材育成とか、コミュニティにおける人材育成とか、行政が研

修会をやってもあまり意味がなく、と思うんですよ。役員の方だけが行かれて帳面消し

をされるようなものが圧倒的に多いので、地域が何かやる。例えば、研修なり、講座な



り、いろんな相談でもコンサルティングになるんですけれども、そういうところをどこ

がやるのかというソフト支援がありますよね。今何かその辺が全然取り入れられていな

いので、そういったこともどこが担うかは別として、考えていく必要があるのかなと思

います。

ついでにあと２点ぐらい。私ばっかり浮いたような感じがあるので、あまり言いたく

ないんですけど、自治会加入の話。皆さんは行政に音頭を取ってほしい。気分的にはよ

くわかるのですが、でも、あまり自治会が行政に依存するのはよくないですよね。自治

会なので。だから、この書き方をもう少し工夫したほうがいいかなと。否定はしません

けど、行政と連携で加入を勧めてくというのは何となく違和感があります。自治会は大

切な組織であるというような、何か書き方の工夫が要るのかなと思います。

何かと言うと、いわゆる自治会に入らないことで「排除の論理」が働くのが嫌なんで

す。我々も自分で自治会をつくったりしてきていますけれども、入らない人は仕方がな

いやんと、もう少し寛容さがあればなと思います。例えばこの前も話があったように、

年をとってこられて役員ができないのでとか、脱退される 「そんなんしょうがないやん。

か」というふうに言ってあげれる寛容さみたいなものがね。地域の実態は多分そうでは

ないんでしょうけれども、そうなるといいかなと思います。これはもう少し皆さんに議

論いただければいいかなと思います。

それから、このトーンなんですけど、全体のトーン。市が上から、地域でやっている

のを、市は「おまえらがんばるんやったら支援したるぞ」みたいなふうにしか読めない

ですね。そんなんでいいのかという基本的な話だと思うんですよ。

例えばもともと地域自治もそうですし、住民自治の拡大。住民の自治を進めることに

よって、これまで市が過剰にサービス提供してきたものが減らせる。これは何も行革と

か、小さな政府という言い方をせずとも、本来地域であったものを地域にお返しすると

いう面もあるので、地域で取り組むべきものを地域でやってもらう。それに見合って行

政はどう変わるのかという姿勢がいると思うんですね。

だから、先ほど推進に対するものと若干絡んでくるんですけれども、そういうような

ところをやらないと、地域の人は多分押し付けられて、汗をかかされて、行政は今まで

と何も形は変わっていないという結果になりかねないなという気がします。その辺だけ

をもっと書ける仕組みがあるといいかなと思います。

○Ｅ委員 ちょっとよろしいですか。今の話の反論みたいになるかもしれませんが、自

治会ですが、失礼ですけれども、自治会の役員さんは必ずしも選ばれた人ばかりという

ことではない。ということは、何が出てくるかわからない状況もあると思うんですよ。

ですから、ある程度、行政で研修なり何なり指導された人ということであれば、一般の

人たちも何か教育されているものだということで、多少は受けてもらえるのではないか

というところがあって、研修はいいんじゃないかなと思います。

自治会だから、自分たちでやりなさいと言っても、おそらくうまくいかないところが

出てきます。うまく行かないと言いますか、何となくうまく進まないというか、そうい

うところがあるので、今回の資料は、私はこのくらいのほうがいいんじゃないかなと考



えますけれど。

○Ａ委員 地域の組織の中にいろいろございます。テーマ型の組織もあれば、いわゆる

今おっしゃるのは自治会だけを話しておられる。

○Ｅ委員 私は、今は自治会です。

○Ａ委員 確かにＥ委員のおっしゃる意味はわからんでもない。でも僕はね、確かにお

っしゃるように、自治会は自主性がないとだめだと思う。立派な優秀な指導者がおって、

いわゆる引っ張る人がおって、リーダーがおって、その人がグイグイ引っ張っていくの

であれば、その自治会はいろいろと活性化するけれども、ある程度やはり後ろから押し

ていただく方がいないと空中分解するような地域が非常に多いんじゃないかと思うんで

す。年々歳々、人は変わってきますから。そうなってくると、やはり行政の後押しか指

導がある程度なかったら、自治会だけではちょっとしんどいなという気もしないでもご

ざいません。

しかし、矛盾するのです、私の考え方というのは。いわゆる自主性を持ってちゃんと

やらないといけないと。指導を受けて、それでそのとおりやっているんじゃ何もならな

いという気持ちのものと、もう一つは、やってもらわなければ、独自では正直言って難

しいですよという、その相矛盾した気持ちが両方あって、今現在もそういう雰囲気でや

っているんですけどね。

テーマ型の組織が、 年間の行事をきちんと決められて動いておりますね。自治会がそ1
の中にどうしてもリーダー的な存在でありたいという気持ちがあると、その人たちの活

動をサポートしていきたいし、一緒にやりたいし、自治会が置いてけぼりになるのは何

となく具合悪いなという気持ちで、どうしても引っ張られる可能性があるんですね。

私たちは今、横の連絡を密にしようということで、いろいろアドバイスいただきなが

ら職員制度を入れて一生懸命やっているんですけれども、どういう形がというか、僕は

正直言って、まだ最後が見えないです。ただ、変な方向へは走っていないということだ

けです。もう何年かすれば、職員の人たちの考えも変わってくるだろうし、我々のそう

いう職員の人たちの受け入れももう少しまろやかになるとういうか、違和感がなくなっ

てくると思うんです。どうでしょう。こういう内容のある程度指導をいただきながら、

とりあえずはやっていくという。修正はあるとしても、そういうことは、僕は必要かな

と思うんですけども。

○Ｈ委員 自治会の加入が少ないといって強制的に加入させようとか、そういうのは今

はできないと思うんです。今、日本は個人の自由意志が尊重される社会で、そこら辺の

ところ、強制的なものは全くできないと思いますけれども、このコミュニティ指針が策

定されて 「今まで自治会とちょっと違うみたいよ」って 「何かすごくいいものになっ、 。

ているみたいよ」ということを住民が感じたら、加入は増えるんじゃないかなって。



指針ができて、自治会がもう少し魅力のあるといったら語弊なんですけど、入ってい

たらいいなという自治会になれば、入っている人もやめないだろうし、新しく入ってく

る人もいると思います。やはり強制的なものの加入は絶対無理だと思うので、そういう

形に、このコミュニティ指針が変わってほしいなと思っています。なかなか今のままで

はじり貧みたいな形だと思うんですね。

その中に今まで少し旧態依然としたときの組織を、同じ活動しているグループが、や

はり一つの委員会としてまとまったほうが見やすいかなと。同じことを活動していてバ

ラバラでやっているより、一つの委員会としてまとめてしまう形もどこかでやっていま

したね。そういう組織づくりをもう一度構築し直すということも必要かなって思ってい

るんです。

そういう形で、見やすいもので、今回すごく自治会って見やすくて、いいものになっ

たなといったら住民の参加が増えるという形に、いい方向に向かうのではないかなと思

います。

○委員長 今、いくつかの論点が出ているのですが、一番今直近のところで言うと、自

治会の加入率が下がってきている点について、この文書では ページの下の③のところ17
で 加入への促進について 地域が行う加入促進 行政が行う加入促進 それから 地、 、「 」「 」 「

域と行政の取り組み」という つの考え方というかアプローチで、自治会をもう少し加3
入率を上げて活性化を図っていくために、それぞれの役割をはっきりさせていきたいと

いうのが、今回の趣旨だと思います。

その時に、この提案の文章で、ある種、強制とは全然書いてはいないわけです。行政

の場合でも、行政が行う加入促進のお願いになるわけですけれども、行政が積極的にそ

ういう加入なり、あるいは自治会を、例えば新しいマンションができたときに、そこに

今までもそういう取り組みをしていたと思うんですけれども、自治会をつくっていくこ

とを、半ばサポートしていくことを今回は明確にしているわけです。この書き方という

か、表現で、どういうふうにこれが読まれていくのかと。

これはこの文章が出来上がってからも先ほどのお話だとパブリックコメントがあると

いうことで、そこでもご意見が出てくるかと思いますが、この委員会としても、どんな

表現で抑えるべきなのか。あるいは、どんな表現まで書き加えるべきなのかということ

について 「地域の自治会が行う加入促進」と 「行政が行う加入促進」と 「地域と行政、 、 、

の取り組み」のところについて、修正が必要なところについてご提案いただければと思

います。ここは前回から少し、書き込みしてはっきりさせる形で提案をさせていただい

ているところなので、むしろ具体的な表現、ここは書きすぎではないかとかいうことが

あれば、いただきたいのかなというのが直近の一つの点と思うんですね。

もう一つ、今のお話を伺っていて、自治会、あるいは地域の各種のさまざまな団体で

すけれども、そこと行政が関わるときに行政の組織のどこが担当しているのかというこ

とと、その担当の関わり方のところが、災害であったり、いろんなテーマというか、課

題との関係でもう少し整理が必要なのかなと思います。

民間の企業であれば、企業の具体的な工場であったり、営業の現場はラインとしてダ



イレクトに指揮命令権が出てくるわけです。ただ自治会はそういう行政の下部組織では

なく、ある種、地域の自立した組織です。それと行政との関わり方は多面的な、つまり、

もっと言うと、それぞれの窓口があって、その窓口と関わらざるを得ないところがあり

ます。これは民間にいても、ライン部門の指揮系統がメインですが、それとは別個のス

タッフ部門との関わりはどうしても出てきます。ラインとスタッフと両方に関わりなが

ら、しかし、下部組織であれば、ラインで行くと思うんですね。

ところが、地域は、行政の下部組織ではありませんので、それぞれの窓口との関係を

一本化することを考えてみるというのも一つの考えですけども、その窓口になる人は、

相当な行政組織でも力が必要になってきてしまうかなと思います。あるいは、オールラ

ウンドにできるような対応をしなければいけないという、それがある種、市民活動とし

てできるならば、一つの考え方ですけども ･･･。そこをある種集約して、自治会との関係

を非常に強く密接に持つような、それが市民活動課になるのかどうか。その辺の自治会

と行政との関係なり、地域と行政との関係をどんなふうに整理しているのかを、もう少

し検討しなければいけないかなと。組織のつくられ方として、一般的に言うと、仕事別

に組織をつくっていくことはごく普通のことで、それが完全に縦割りになってしまい連

携がされないことが大きな問題であり、これは行政でも企業でもそうだと思います。

ですから、その縦割りについての調整なり、非常に風通しのいいような組織として行

政の組織がつくられていくという課題が一つあります。それとは別個に、じゃあ行政と

地域とはどんなふうな関わり方をしているのか。最も望ましいのかということの整理が

必要なのかなと。

例えば災害の時のような緊急のときの体制と、それから日常的なときはまた違うかも

しれません。しかも、災害の時に、じゃあ行政組織が全部指揮命令したほうがいいのか

というと、かえってそれは硬直してしまい、地元で判断しなければいけないのを、指示

を待っているというのは極めて危険なことになりますから、そういう意味では自立した、

それぞれの地域が判断できるような仕組みをつくっておいたほうがいいように思います。

その辺、具体的にもう少し整理をしていく必要があるのかなというのが 点目に、感じ2
たところです。

○青木 委員長がおっしゃるように、一定の窓口的な部分があって、そこから庁内の共

有、情報の共有、連絡調整の体制、副委員長もおっしゃったような、一体どこが調整す

るのかというようなところかなと思います。

今の段階では地域担当職員が一定の窓口になっていって、そこで各担当部課との情報

共有、連絡調整ということで、こういう形で図示させていただいていますけれども。今

正直言いまして、そのコミュニティに対する調整する機能、組織というのがないのが現

状です。ですから、おっしゃるように福祉が我々の知らない間に地域にいろんな話を持

って行っていたり、あるいは、教育がそういう形で話を持って行っていたりというのは

現状としてございます。

ですから、地域担当職員と各担当部課との間に、それなりの部とか課じゃないですけ

ども、例えばそういう庁内の何か検討委員会じゃない、まとめるような調整委員会みた



いなところを、各地域コミュニティにアプローチしているような部課がよって、という

のも一つの方法かなと思います。

○Ｆ委員 最初から最後まで自治会が地域のコミュニティの中核だと思って疑わないん

ですけれども、その加入の仕方。今 番が問題になっていますけど、私は一住民として3
は、ずっと前から議論されていますように、このまま入らなくてもいい、入ってもいい

というような状況だと必ず衰退していくと思います。というのは、それぞれみんな億劫

になっていて、高齢化になってきて、動きたくない、何もしたくないという思いがある

ので、必ずなると思うんですね。

そうすると、今まで何とか地域活性ということ、議題そのものが遂行できなくなると

思います。私はここを読ませていただいたときに、ある意味、行政のほうも襟を正して

推進をしたいと。自治会加入のための何らかの働きかけをしたいというふうに読み取れ

たので、私はありがたいなと思って読んだんですね。

人間というのはね、本当にある意味、ちょっと強制していただかないと動きません、ほ

んと。特に高齢化になると動きません。私ども○○校区には村がありますので、前も申

し上げたと思いますが、元からの○○村というのは強制的に、そこに来られたら、その

人はそこの自治会員になるし、当番は順番に回ってくるしというのを非常にストレート

に取れておられますね。非常に明解です。私どもが横から見ていて。いや、私は嫌だか

らやりませんわというのは一切ありません。本当に一致団結してというふうな、それこ

そ農協に全部加入されておられますしね、農業をされていなくてもね。そんなのも一例

ですけれども、そういうある意味の強制力というのが、私は必要だと思います。人間の

それこそ、あなたは茨木市に来られて自由にしていいよというような態度だと、多分ど

んどん自治会は衰退していきます。

ですから、行政力と何とかということじゃなくて、地域コミュニティを育てるためと

いうか、今よりももっといい形にするためには、絶対に自治会の入る人たちが増えない

と私は難しいと思います。すごくいいなと思いながら読ませていただきましたので、強

制という言葉は絶対いけないかもしれませんけれど、どうぞお入りくださいと。何らか

のために。

例えば今おっしゃったように何かが起こったときに、あの人の名前も知らない。その

自治会に登録なければ名前も知らないし、もちろん、あまり交流もありませんね。そう

いう場合はどうやって助けたらいいかという、あるいは、どうやって手を結んだらいい

かというようなことも、非常にエネルギーが要ります。自治会員外の方にはすごくエネ

ルギーが要るので、そういう意味でも、ぜひ自治会は、私は何らかの促進力でもっと広

めていくべきだと思っております。

○Ｂ委員 今通ってくる間でもたくさんのおうちが新しく建ったりしています。私の所

は○○の跡に高層マンションができまして、 つの自治会ができました。そこがものすご2
く活性化して、私たちに何か旋風を起こされたみたいにね、運動会にしても、それから、

ふれあい祭りにしても、その方たちが若い層でもあるということもあるんですけどね。



ものすごく活き活きとして。だから、せめて私のところの町内は団体の人が聞きに行か

れたときに、ちょっと窓口の人の対応が悪かったと思うんですけどね 「いや、別に自治。

会に入らなくても何の支障もないですよ」というような対応をなさったらしいです 「ゴ。

ミも別にほかしていいし」って。せめてそこの対応だけでもね 「いや、ぜひ自治会は入、

っていただいたほうが、災害が起きたときとか、いろんな連携にぜひこのまま入ってい

ただいたほうがいいですよ」という、その訪ねて来られたときとか、新しく建物が建っ

たときとか、せめてそういう人たちだけでも増えていくように。今現状より下がらない

ような状況を市の職員の方も、私たちもしないといけないですけれども、両方がしてい

かないと、やはり高齢化することもあります。若い人もまあいいやというふうになって

はいけないので、その辺、統一していただけたらありがたいなと、私のところの自治会

を元に、そのように思いますね。

○Ｃ委員 いろんな意見が出ていますけれども、コミュニティにしても、地域の活動に

しても、自治会が中心だということについては、もう皆さん一致しているんじゃないか

と思うんです。それならばね、やはり入らない人がおるというのは、僕はけしからん話

であって、行政が力を出してでも、後押しじゃなく、私はむしろ前へ出ていただいて、

まず、自治会は中心でつくらないかん。はっきり言って、うちの場合は自治会だけじゃ

なく、近所の公園があるわけですね、小さな公園。これを定期的にみんな掃除するんで

すよ。これすらね、全然出てこない。ほうき一つ持って出てこない。大した作業と違い

ますよ。枯れ葉を取ったりね、草むしるぐらいですやんか。それでも知らん顔してね。

結局、今もう権利だけ主張ですわ。義務ではないか知らんけどね。これはやっぱり隣の

奥さんなり、ご主人がやっていたら、その隣の人は居て出てこんのじゃなく、それなり

のやり方でも参加すべきだと、私は常々思ってやっているんですけどね。そういう人が

平気で日常生活しています。

それと、皆さんのところも一緒だと思うんですけど、防犯灯とか、街灯とか、あんな

ん電気がついて、暗いときだけは防犯上悪いとか、暗いから何とかせい。あれ、設備に

したって電気代も全部自治会の費用で払っているんですよ。言うたら、自治会に入らな

かったらそこを通るなというぐらい、ほんと言いたいです。税金を払って茨木市に住ん

でいたら自治会加入は当たり前やという、まず感覚があるのと違うかなと。自治会は大

切だし、権利を主張するんやったら、まず義務を果たせということでいけばいいかなと。

やはり市が率先して自治会加入をまずさすべきだと。入るのは自由、入っても入らんで

もよろしいと言うてたら、おそらくこれから何もできないし、だんだんやめていくと思

います。

私のほうの自治会は 数十件あったのですが、今は 件に減っているわけです。半200 130
分ぐらい減っている。それでも何の生活に支障がない。確かに自治会だけ見たら何の魅

力もメリットもないです。ゴミも勝手にほれるやろうし、役員もせんでもいいし、いろ

んな事業にも参加する必要はない。それで生活が自分中心にできるんですよ。それでは

僕はいかんと。やはり市が、茨木市が、それだけ自治会というのが大切なものであり、

活動の中心であるという位置づけをするのであれば、私は何らかの制約があってもいい



と思うんです。

だから、私が当初言うたように、物が建てば出向いて行ってね、自治会をつくれと。

それで、つくれば必ず連合自治会へ入れと。こういうことはね、僕は市の窓口で戸籍や

ら何やら来るんやからね、市の窓口、我々は分からへん。だから、市が僕は第一番目は

それはやるべきとちがうかなというようなことを一貫して言っているわけです。絶対増

えません。だんだん減っていきます。

私のほうで今一番活発になったのは何かと言ったら、防災です。自主防災。これは企

業を含めてすべて入っています、ほとんどのところは。自治会で若干入らんところがあ

ったら、バンバンビラを入れてね。そのぐらいやってやっと入らないかんとなります。

そこの住民が防災訓練に参加したいんやけど、うちはなんでビラとか参加の表が来ませ

んねん。これが必要やというのであれば、そこの自治会の役員に言えと。なんでうちは

自治会に入っていないのかと。防災、自主防災、自分らの財産は自分らで守るのは当た

り前の話です。

そういうことで私はものすごくきつく、うちの地区は私が発起人でつくった自主防災

なんですけどね。初めから入らん人もおりましたけれども、結局数年たてば、やはり住

民が入らないかんという気持ちになってきているんですね。

年 回の訓練には、うちで 人以上集まります。中心は自治会ですね。そやけど、や2 300
っぱり自分の財産は自分で守る。そういうことは案外寄りやすいんです。ところが、そ

れ以外の自治会活動なんて何のメリットもないやないかということになればね、おそら

くできないし、入りません。

そやから、ぜひ入る手だてをしていただいて、自治会を中心としたいろんな地域の活

動ができるように、それとコミュニティの元である地域の出来事は地域で片をつける、

行政と一体となってやるということが基本だと思います。ここは文章を つにうまいこ3
と分けてくれてはるけど、もっときつく全面的に行政は前に出てきていただきたいなと

私は思います。

○Ｄ委員 前の 回目までのまとめと今回の 回目を見せてもらったら、特に 番辺りが4 5 5
非常にすっきりしている。それぞれの立場で何をすべきかという辺りが非常に明確にな

ってきた。問題はその中身ですね。今まで来ておりますように、その自治会はだんだん

加入率が減っている。私らも同じように悩んでいるところです。いわゆる、いいとこ取

りする方たくさんおられる。先ほどおっしゃったように、自治会が一生懸命やっても、

お金を出してやっていると、何かあったら文句だけ言うと。こうせんか、ああせんかい。

そういう自己主張が非常に強いということも日常感じているところです。

やはりお話が出ているように、自分たちの地域は自分たちで育てるんだという、ある

いは守るんだという意識、モラルが非常に低いというふうなことも切実に感じるんです。

その辺の手だて、一つの方法としては、前におっしゃったように防災組織。いざという

ときにどうするんやという絆の意識といいますか、そういうのを育てていく。あるいは、

イベントでそういう事業所、あるいは、その他 に参加していただいて、窓口を強くNPO



していくというようなこと、いろいろな方法があろうかと思うんですけれども、やはり

出ていますように、もう少し行政も積極的に、地域に職員さんが入っていただく。

これも一つの大きな進歩だと思うんですけれど、さらにそういう積極性。ただ市役所

におるんじゃなしに、どんどん出て行っていただいくと。大変なころだろうとは思いま

すけど、そういう姿勢がやはり今後大事になるんじゃないかと思います。一体となって、

一体となってとおっしゃるんですけど、やはり役所のほうをもう少し可能な限り現地に

出ていただき、状況を把握していただくことも大事じゃないかなという気がします。以

上です。

○副委員長 皆さんが言われることはよくわかるんですけど、現実 ％の加入率で、そ65
れが ％に上がるとか、 ％上げようと思ったら、どんな努力が必要ですか。それだっ80 15
たら加入率も当然大切ですけれど、もうちょっと自治会の運営方法とか、自治会が活性

化する仕組みとかをもう一度考えるというのもあると思うんですね。

だから、なぜみんなが入らないか。それはメリットじゃないじゃなくて、魅力がない

とか、旧来型の運営をずっとされて、役員さんが通常変わられたらね、ずっと続いてき

たことを続けるのが自治会の役割だとすれば、それを守っていくというのも一つの方法

だし。だから、それを連綿と続けていただいて自治会がずっと続いていると僕は思うん

ですけれども、その中に新しい活動を入れ込むというのは、非常にエネルギーが要りま

すね。役員さんが毎年変わられる中で。

今の活動をどう守っていくのかとか。そこで守れなくなったものを、どういう単位で

考えてくるかという重層的なコミュニティの仕組みを考えていかないと、自治会中心は

わかるんですけれども、現実には ％で、自治会と茨木市のコミュニティは全部できて65
いるかと言われると、それは現実と合っていないと僕は思うんですけどね。理想はわか

りますよ。

じゃあ、自治会の加入率を上げるために、行政に丸投げしても、人が減らされる中で

とても担当課だけではできないですよね、現実問題。だから、お題目として挙げるなら

いいですけども、現実、僕は無理やと思います、書き込んでもね。だから、もうちょっ

と違うことを考えないと。わかりますよ。危機感もわかるし、皆さん実際やられている

ことが。

○Ｂ委員 だから私たちの自治会では、もう になったら役員はしなくていいというふ75
うな取り決めもしたんです。それで、ソフトボールはもう つの自治会が一緒になって2
しようということにね。その一つの自治会では子どもの人数も難しいし。だから、運動

会もできないときは参加しない。極端な言葉ですけども、町内によっては不参加も認め

る。認めると言ったらあれですけど、一応自治会でアンケートを採って、今年はやめよ

うと言ってやめられた自治会もあります。不参加ですね。だから、そういうふうにして

臨機応変に決めていかないと、何でも行事があるから参加しないとだめだ。何でもしな

いとだめだということでは難しいのでね。

町内はものすごく高齢化しているんです。 年、 年、ずっとそこの地域に住んでこ40 50
られておられる方は、もう子どもも別の所に暮らしている方は、もうお年寄りばっかり



が増えてね。それとか運動会も無理だし、こども会の人数も少ないからということで、

いろんな行事を制限されておられます。そうしていかないと自治会、それでも自治会は

入っておられますけどもね。そういうところもありますけど。

やっぱり茨木は高槻と比べていろんな行事が多いんですよね。私のところは、ちょっ

と高槻と隣接しているから、つい比べたりされる方があるんです。高槻のほうは運動会

もないし、そんなお祭りも少ないし、ソフトボールやらもないし、楽だわということを

聞かれたらね 「いや、茨木はなんでそんな行事が多いの」と言われる方があるのでね。、

確かに多いからいいこともあるし、多いから負担な部分も、両方なんです。だから、そ

ういう行事が多いのも役員の負担になっていることも事実ですね。

○副委員長 なかなか行事をやめるって勇気が要りますからね。自分のときにやめたと

言われるのが嫌で、無理してやる。それがずっと積み重なってくるともう嫌やとかとな

りますね。

○Ａ委員 組織があるというのは、そういう活動するために組織ができるわけですから

ね。そういう活動がない組織なんてことは要らないわけです。運動会にしろ、お祭りに

しろ、やっぱりそういう組織の中でそういうことをやるために組織ができるんだという

ことを考えるとね。高槻さんはいいなじゃなくて、やっぱり茨木のほうがうらやましい

な、というふうになっていただきたいですね。

○Ｈ委員 私たちの地区に耳原地区という所があって、そこはすごく古い住民が住んで

いて、そこは ％自治会に入っていらっしゃって、新しい人も、嫁いできた人もみんな100
そこの自治会に入って。それはもう抜けられない自治会みたいな感じになっています。

新興住宅地はなかなかそれに参加しないということで、やっぱり古い村とか、そういう

形の所は昔から抜けられない状態なので、加入率はすごくあると思います。

でも今、学園北で若い所がすごく活動されている。コミュニティを発展されているっ

て。そういうところが増えてくれば、また、その魅力的な活動をされているところがあ

れば、若い人の団体ですよね、若い人たちがやっている。そういうところが大事かなと

思っています。旧態依然としたところ、昔からの村のあれはやめられないから仕方なく

やっているという形がありますし、いろんな権益もありますので、なかなか難しいなと。

それと若い世代のマンションに住んでいた人の軋轢もあったりして、ややこしいんで

すね。ですから、村はたくさん入っているだろうけど、新しいところが問題だなと。新

しいところが魅力ある活動をされていたら、特に増えていくのかなというのは思いまし

たけどね。

○委員長 今お話があったこととの関係でいうと、住民の方が年をとられてということ

も、今回の文章はそういうことは書き込んではあるんですけれども、さまざまな役員が

できないという状況の地域もやはり出てきていた。

ですから、今お話があった、どんな魅力的なものにするのかということについて、あ

るいは、どんな配慮が必要なのかということについて、もう少し書き込み、そこをはっ

きりさせるということであれば、これはもう書いてあるんですが、魅力あるイベントを



行うとかですね。今後の自治会の運営の仕方については、もう少しできるだけ多くの市

民の方が、あるいは自治会の役職に就いておられる方が共有化できるようにしていくこ

とが課題になるのかなという気がします。

ですから、加入率が下がった理由についてもう少し本来分析して、若い新興住宅地で

全く新しい若い人が入ってこないような事例もあるでしょうし、年配になってもう動け

ないとか。例えば災害のときでも体育館なんかに避難できる方はいいんですけれども、

動くことさえ非常に難しいという方も出てこられる時代になってきていますので、そう

いうさまざまな地域の問題との関わり、自治会の加入率が下がってきている問題ですか

ら、もう少し分析というか、それを行ってどんなふうにしたら、みんなが参加できる自

治会なのかということの整理を、もう一段しておく必要があるのかなということ感じま

した。

それから、Ｃ委員がおっしゃったこと。私は以前、町全体で川の掃除だとか、そうい

うことを取り組んでいた地域に住んでいたことがありました。 ヶ月に 回ぐらい公園の3 1
草抜きの当番になったんですけど、全員が出てこられるかというとそうではありません。

今、自治会のさまざまな問題もあると同時に、地域のそういう協働で行うことについて

不参加の比率が増えてきている可能性がありますね。

ですから、自治会以前のところで地域そのものの支え合いがなかなか共同体的なもの

ができなくなってきている。そこのところもどうするのかということを、これからの高

齢化が進んでいく時代、あるいは、新しい地域がポコッと住宅開発されて目が届かない

ような所が出てきているときに、このことも自治会の問題であると同時に、ちょっと違

う問題が地域であるんじゃないかというふうに思うんです。非常に悩ましい問題ではあ

るんですけども。それも含めて、もう少し整理をしていただけたらと思います。

○Ｅ委員 行事に参加しにくいという話の中で、高齢者もそうでしょうけど、逆に若い

方ですね。例えば二世帯住宅はいないと思うんですけど、家に 歳ぐらいの子どもがい3
るところで、お母さんが地域行事とか役員会にはよほどのことでないと出られない。小

さな子どもを置いてきているんですよ、最近の若い方は。子どもさんがいるということ

は、おそらくほとんどお父さんもおられるだろうけれども、ご主人は参加してもらって

いないんですね。ほとんど奥さんだけで運営といいますか、生活されているみたいな感

じが多いんです。よくそういう意見を出されます。ですから、お年寄りだけじゃなく、

若い家庭考えてあげなければならないというふうに思います。

○青木 自治会の加入について、地域コミュニティの活性化というのは、やはり地域そ

れぞれがあって市になっているという部分がありますし、行政側としての一定の責務か

なと思います。ここの書き込みようというのはご意見多々あるかと思うんですけども、

自治会でできること、行政ができることという形で一応書かせていただいています。強

制というのはなかなか書きづらいところがございますので、行政が行う加入促進という

ことで、その中で一番下になるんですけれども、自治会加入に対してインセンティブが

働くような施策、果たして今ゴミ袋をただで配るとか、昔はあったんですけれども、お

そらく今後はそういうことはちょっと難しいかなとは思うんですけれども、それ以外の



何かというのは市として検討していかなければいけないと思います。

加入促進に対して市が全部背負うのかといえば、そうではないと思います。今ご意見

多々ありましたように、例えばその地域活動を少し見直していくであるとか、Ｂ委員が

おっしゃった役員の免除規定をきちっとしていくとかいうのは、それぞれできる範囲で

していこうよというスタンスで書かせていただいています。

○Ｃ委員 もうちょっと行政が前に出てほしい。はっきり言ってね。ということは、我

々一住民が住民同士で行って説得してもなかなか聞いてくれない。役所がそれだけの権

限があるとか、ないとかは別にしてね。だけど、マンションが建とうとしていたら、横

のつながりで建築課へ行ったら分かるんやし、それならば今自治会の担当は市民活動も

やっている活動部がやはりその現場へ行って、建ったらそこへ行ってね、私ら神戸でも

やったのは、施主さんなり、中に入るのはまだまだ入ってくるので、施主さんとか、そ

ういう会社ですね。その人らに入居する契約書の中に自治会をつくれということを書か

せた誓約書というのは、東灘ではかなりあるんですよ。だから、我々は必ずそういうの

を建ってきたら行くと、現地へ行くと。いろんな悩み事があれば受けてあげると。解決

したり、行政へ言ってあげる。そういうことを駅前の数件のマンションでやってきまし

た。

そういうことから行くとね、もっと僕は行政は前へ出て、やっぱりそういう現地に行

って結成をさすあれを起こしてほしいなという気が、まあそれなりにやってはるやろう

けど、もっと僕は積極的に行政が動いてほしいと思います。というのは罰則も何もない

から、それ以上何も言われへんと思うけどね。

それともう一つ、僕はつくり方によったら、マンションの住民は自治会をつくりやす

い。なぜかと言ったら、管理組合を絶対につくらないかん。管理組合即自治会の役員に

なったらよろしい。自治会の役員、管理組合の役員、僕は つも要らんと思う。つくれ2
るところはいいけど、つくれないところは、自分らの財産を守らないかん。これこそ極

端に言うたら壁一つ、水漏れ一つ、屋根一つ漏れたら、自分らが寄って常に会議をして、

お金を積み立てて、それをどう使おうかということで、すべて自分でやりやるわけやね。

ところが、一戸建て住宅なんて屋根が漏れたら自分が直そうが直さない。これは自分

の勝手ですわ。ところが、マンションは自分だけ勝手やと、建て替えするのが嫌やから

という人も豊中なんかでありましたけど、それでも最後は裁判にかかったら通りません。

結局マンションの建て替えはできるわけですわ。そういう形でやはり管理組合をうまく

活用してでも、僕はマンションは自治会の結成は可能じゃないかなと。問題は一戸建て

住宅ですわ。それから、密集している自治会。そういうところはちょっとしんどいなと

思うけれどもね、一軒一軒、一戸一戸建つ所へ行くわけにいかんしね。

○Ａ委員 私のところはほとんど一戸建てばっかりです。そやけど、今加入率が ％ぐ74
らいです。おやめになったところへ二度ほど行くんです。だけど、 回目は誰も行きませ3
ん。なんでそこまでやらないけないのと。住民の方がですよ。自治会役員さんはそこま

でしません。ただね、僕は全体的にこの指針は地域を指定してこういう指針をつくるわ

けにはいきませんし、一つの市としての、行政としての形、地域と行政とのあり方の形



としてお作りになるわけですから、ある程度文章は、ぼやっとというのはおかしいけれ

ども、どなたにも理解できるようなものでなければいけないと思います。山側の地域を

特定したものでもないし、マンションを特定した文章でもありませんし。

ですから、地域と行政の取り組み方というところに書いていますように、やはり連携

し合ってやっていこうというような一つの形。文章としてはその形でいいと思うんです。

おのおの個々において、今の公園の問題にしろ、マンションの問題にしろ、行政ともっ

ともっと詰めなければいけない問題がいっぱいあると思うんです。

今、Ｃ委員がおっしゃったように、確かにアパートを建てるときに、いわゆる建築指

導を受けるときに、やはりそういう問題が出てくるわけです。相談に来るわけです。こ

れはお願いに来るんです、業者が市のほうに。市のほうは受けるほうで強い立場で受け

られるわけですから、その結果は市民活動推進課との横の連絡があって、その打ち合わ

せの中に例え 回でも資料を持って行って、必ず入ってよというようなフォローをして1
もらうとか。

あるいはもう一つは、職員制度というのを今 件か 件持ってきて今活動しています。6 5
これはいいことだと思っているんですけども。じゃあもう一度、地域の人と職員制度、

年に 回でも 回でもいいから、未介入の家へベルを押しに回りませんかというぐらい、1 2
職員と一緒に地域の人が回っていって加入をお願いする。そういう活動もいわゆる個々

においてはありかなと思っています。それはそれでしなければいけないことはいっぱい

あると思うんですけども、文章としてここへつくるには、ある意味ではこういうことで

致し方ないのではないのではないかなと、私はそう思うんです。

○Ｅ委員 基本指針という言い方でいくと、やはり行政のほうからすると、こういうふ

うな書き方になるのではないかなと。というのは、文章を全体的に見てくどく書かれて

いますので、 万人以上の人に十何年も使うつもりでやる。どうしてもこれは仕方ない20
と思いますけれど。これに加えて何か指導要領書みたいな簡単なものですね。例えば最

近よく「こんな時どうするの？」とかいうのがありますので、特例的なものをどこか参

考に、これからでも準備していったらいいんじゃないかなと思います。

○原田 自治会の今の関係で、そこの行政が行う加入促進のところで、自治会の必要性

という形ぐらいさらっと書いているところで、もう少し市として必要であるという認識

があるというとこら辺を、もう少ししっかり書き込ませていただけたらなというところ

ですね。

つまり、ここでは自治会の必要性と書いているだけで、どの程度なのか。先ほど窓口

でどちらでもいい的なニュアンスというようなご意見もあったんですが、あくまで自治

会は必要であると。強制かうんぬんという会話になったときのいろんなやりとりの中で、

そのようなことになったのかとも思っていますので、あそこでもう少ししっかり市とし

ての意見というか、認識をもっとしっかり書かせていただけたらなというところが 点1
です。

もう一つは、自治会自体いろんな長い歴史の中で自治会というのは営みをされてきて

おられますので、今 年度から自治会活動とは、新しい会長さんも 割ほど毎年変わっ23 6



ておられる現状もあります。今まで自治会の営みというのは、こういうことでされてき

て、このような形でというのは、そこの下に書いてある自治会運営のマニュアル作成と

書いている中の、それの説明会等もやらせていただいております。自治会の一つの加入、

行政が行う加入促進として、先ほどの自治会の必要性の認識をもう少ししっかり書き込

むということですね。

もう一つは、自治会の指導とは言いませんが 「自治会とは」ということに対しての自、

治会そのものへの説明会を通しての支援というか、そのようなことも行政の加入促進と

いう部分での支援の一つになるんじゃないかと。そこら辺もちょっと書き込ませていた

だけたらなと。

最終的に主体的にやっていたから、どこまで行っても地域というか、そのものが主体

であるんですけれども、側面の支援としては、市としてのバックアップとしては、必要

性を強調するという形と、自治会そのものへの支援というか、実際やっておられる方へ

のノウハウも含めた、そこらへんの支援もきちっと、それも行政は行う。ひいては加入

促進につながる施策かな。そのようなことも書き込ませていただけたらなと、今ご意見

を聞いていて、そのように思いました。

○Ｃ委員 従来ははっきり言って、一番大事ないわゆる市報と『議会だより』が今セッ

トになっていますね。それと福祉。この セットは全戸配布であなたところは郵送して3
いる。今までは全部自治会長の所へ来て配っていたはずや。そのほかの数千部になるか、

数万部になるか知らんけど、これは相変わらず自治会経由して配っているわけです。と

いうころは、何か市の仕事の下請けの都合のいいところだけさせとるわけや。はっきり

言うたら、市は。そやから、なぜ僕は同じやるんやったら全部なぜ郵送しないのかなと。

それだけ広く平等にやってあげるのであったら。肝心な つだけは必ず全部に当たるよ3
うに、きっちり家へ郵送してはるわけや。あとは全部自治会へボーンと持って行って自

治会が班単位で配るわけやね。ここらに僕はちょっと矛盾があるのちがうかなと。

むしろ従来通りのやり方のほうが、自治会に入っていなかったらそんな資料をもらわ

れへんでと。そやから、役所の市報の中に議会がどうなっているか。そういうことが全

然わからない、資料がなかったら。今、パソコンやらメールなどで近代的なものはあり

ますけどね。昔の自治会ということになったらね、そのものを自分ところへ配ってもら

わんことには、市役所の状況はわからなかったはずや。それが文句の出ない肝心な つ3
だけはきちっと配って、あとは相変わらず自治会に任せていると。ものすごく矛盾を感

じながら実は配っています。

○大西 今言われました市の広報誌とかは、確かに以前は自治会を通じて自治会員に配

って、加入されていない方は市に連絡をすれば取りに来たり、公共施設、今でも若干置

いていますけれども、公民館とかに置くということでした。私も 年ぐらい前になるか20
な。だいぶ前になると思うんですけども、詳しいことは知らないですが、聞いている内

容は、失礼な言い方やけど、自治会長さんとか、その班長さんの負担が非常に多いと。

それと加入率も下がってきて、これは役所のあれですけれども、確か郵送もしていかも

わからない。特別な事情があってね、希望者は郵送。その費用と手間といろいろ勘案し

て、一番大きいのが自治会長さんと役員さんの負担が多いということで、郵送と違って、



要は、家のポストの数に全部ほり込んでいくという方法に今変えております。

それはいろいろあって、この方法がいいのか。人に言わせれば、これをやったから自

治会の加入率がぐっと下がったと、その時期から。

○Ｃ委員 言われてもしゃあないですね。それからですよね、下がってるの。

○大西 そういう意見もあります。

○Ｃ委員 ということは、負担というたって一緒ですよね。一つずつ入れるが嫌やった

ら、回覧に回して取ってもらったらいいわけです。寄付のときには、みんな袋を挟んで

取ってもらっているでしょう。そういう方法だってできるわけです。そやから、僕は文

句の出んような、税金を払っているからうんぬんという人が最近多いけど、その最低限

必要な広報というか、資料というか、それはきっちり届いたほうがいい。そして、あと

は自治会任せ。何かそこら僕は何かおかしいことがあるのと違うかなと思ってね。

だから、そういうことも考えていったら、それより最終的には「強制」という言葉は

いかんけれども、やっぱり自治会というのは結成ささないかんと思うわ。それが一番権

限はないだろうけれども、まだ比較的言えるのはお役所違う。我々一市民が行って、一

役員が行ってわいわい言うたって、けんかになったらしまいですわ。ところが、役所の

場合はそうはいかない。必要あるから自治会をつくってもらうんやからね。だから、そ

れは役所の説得と我々の説得とだいぶ違うと思いますよ。

それで自治会を完全につくらせて、そこへ地域の問題は地域で解決すると。行政が共

にやるというコミュニティ社会の基本やね。これを実行していってもらうと。そのため

に私のところなんか何も自治会と連合自治会が事実上、今空中分解しているんですよ。

みんな市は連合自治会を通じて来るけど、うちは文書が来たって一般の自治会にはいか

ないんです。

ということは、結局公民館が全部配らないかんことになります。そんなもの来てもう

たらね、書類が。ということになりますと、やはり当然自治会はあるんやけども、公民

館、地域の活動には参加いたしませんと、わざわざ文書を出してきている自治会も出て

きたんです、最近。もう非常に残念というか、悔しいというか、何考えてんねん。どう

やってこの地域で生きとんねんと言いたいぐらいやけどね。そんな自治会もあるんです。

それも全部の総意なのか。役員だけか、自治会長が勝手にやっているのか、そこらはわ

かりませんけどね。

それでうちは、それやったら公民館から来た用事なり書類は一切その自治会では 枚1
も配りません。止めてますわ。苦情が来たら幸いですわ、住民から 「なんでこんなん配。

らへんねん」と 「同じ茨木市民でやね」と言ったときに初めて、こういうことをやって。

いると。こっちが行って言うわけにはいかんからね、待っとるわけですけどね、そんな

のがやっぱりポロポロ出てきています。 件ぐらいの単位であります。100

○Ｆ委員 ちょっとお伺いしますが、一つ一つポスティングするのに費用はかかってい

るわけですか。だから、逆に極端に言いますとね、もし茨木市に全部自治会がなくなっ



たとしたら、ものすごくお金がかかるでしょう。

○Ｃ委員 そうですよ。かかります。

○Ｆ委員 今まで市のものを市民に一人ずつに配るのにものすごいお金がかかるでしょ

う。だから、自治会長さんというのは、そういう意味でものすごく大きな役割をされて

いるんですよね。その辺もやっぱり自治会に入ってくださいという、これを一人一人に

ポスティングしていくことによって、どれだけの税金が使われるなということの説明も

加えていただいて、ぜひ税金のこれは、今は自治会長さんがそれを担ってくださってい

るのでということでね。そういう面からでもね、どうぞお入りくださいという文面にし

ていただくのがいいのではないかと思いますし。

それから今おっしゃったような、そういう自治会はあるんだけれども、その役割を果

たしていないというのはおかしいですけど、そういう配り物なんかしませんというよう

な勝手なことを言われるのはちょっとおかしいので、それこそ連合自治会にもお入りい

ただかないとおかしいですよね。あるのにね。

○Ｃ委員 それはそうです。僕は自治会と連合自治会はセットやと思っているねん、言

うたら。

○Ｆ委員 そうそう、そこら辺りもある意味で、お入りくださいということで言ってい

ただくのが一番だと思います。

○Ａ委員 私たちの校区がありまして、そこに の自治会がある。ところが連合自治会15
ができた。でも、そこに半分しか加入していない。残るは単独で自治会で活動している

というふうな地域があるわけなんです。ですから、これも連合自治会に加入しなさいと

いうのも、自治会をつくりなさいと一緒ですね。必ずしも入らなければいけないことで

もない。

○Ｆ委員 そんなことを言うから。

○Ａ委員 そうなっちゃうんです。

○Ｆ委員 「入ります」というふうに言っていただかないと、せっかくの自治会が機能

できないのではないかと、聞いていて思うのですが。

○委員長 今のお話を伺って、ますます今の自治会、加入率の問題もそうなんですけど、

加入率が下がっている地域について、どういう事情なのか。お年寄りが多くなっている

ことなのか。あるいは、Ｅ委員がおっしゃったような、若い人でも子育てで、特に核家

族化していて、なかなか動きにくいというようなことがあるのか。もう少しその辺の分

析というか、連合自治会に入らないという場合はなぜなのかと。それが人の問題なのか。

その地域の問題なのか。あるいは、役職者のリーダーシップの取り方の問題なのか。も



う少しそこを調べないと、役所が一生懸命加入を呼びかけて行っても、いざ加入はした

んだけれども機能しない自治会だとまた困りますので。もう少しそこのところについて

調べておく必要があるかなと。

それで、どんな自治会にしていくのかという、活性化するためにはどうしたら良いの

かという手だてを考えないと、加入のところだけでは解決しなくて、加入率が下がって

くるということの歯止めにならない可能性があるので、上げるという努力と同時に、入

った方がよかったと思うような自治会というのは、どんな形が今望ましいというふうに

地域の方が思われているのか。もう少しその辺の調査が必要かなと思うんですけれども。

○Ｃ委員 僕は基本的には個人だと思います。組織もさることながら、もう一つ言うな

ら教育ですよ。一人一人がやはり社会、自分一人では生きていかれないんだか、社会の

中の一員として、晴れて私は選挙もできるし。にも関わらず、自分だけ。もうそんなと

ころに入らんでも、余計なことをせんでも、私は会社へ勤めて給料をもらったら食べて

いけるというような、本当に地域活動、そんなええかっこしたものじゃないと思う。

PTA 500というのは 例としてね 特に最近学校の 問題が出ると思うんですけど 東灘は、 、 、

ちょっと生徒がおるんです。見回り、地域の一部の人間、ボランティアの人にやらせて

いるわけです。自分ところの息子、娘。こんなもの仮に夫婦もんやったら 人から親1,000
がおるわけです。年 日で年に 回、 回、必ずどっちか出ているはずです、会社を休365 1 2
んでても。それもせんと他人さんに見回りやらそんなん任せているのが今の児童の見守

りの現状です。

に対しての意見、自分の子どもは自分で守れやと。人に守らせて何ともないかと。PTA
共働きしているから出られません。活動参加できません。あの若い層です。比較的我々

に比べたらね。それが一番動いていないのが僕は地域だと思います。学校の先生に怒ら

れるかもわからないけど。あんたら 人おって、 年に 回は行けるんやで、休んだ1,000 1 3
ら。 年でっせ。本人 回。それすら出てこない。参加しない。それで子どもは他人さん1 1
に任す。これが僕は地域の実情ですわ。

○Ａ委員 そういう地域ばかりではない。私のところは出てやっていますからね。

○Ｃ委員 要は、個人一人ひとりの問題だと思いますけどね。そしたら、進んで参加す

るし。あ、自治会に入らないかん。当たれば役員もやらないかんという気になるけど、

そんな気は毛頭ないです。やらなくても生活に何の支障もない。というふうに、僕はず

っとやってきている中では感じました。特に私の地区は、古い家はあまりないですから。

よそから来た人ばっかりやから、ふるさとがないんですよ。だから「ふるさと祭り」を

あえてやっているんやけどやね。まあ、ふるさとがないと言っていいぐらいな新興とい

うか、マンションが 割以上占めている所です。6

○Ｈ委員 自治会は子どもの育成、子育てとか、青少年健全育成と、高齢者の見守りと、

防災とかってテーマがあると思うんですね。それがなかなかうまく機能していないかな

というのは、皆さんの話から伺えるんです。だから、そこら辺のテーマを、もうちょっ

と、やっぱり子育てに関して、皆さんに入ってほしい。青少年健全育成も大事、それか



ら高齢者の見守りも大事、防災も大事という形でテーマをちゃんと掲げてやっていけば、

もうちょっと加入が増えるかなと思うんですね。何か意味がわからへんから入らへんみ

たいなところがあるんじゃないかな。

○Ｃ委員 それやったら、さっきのあれやないけど、子ども、青少年の問題やったら青

少年の協議会がある。そこがやりよるわけです。うちは防災や、自主防災、自主防災を

やっている。それは自治会がやらんでもええということなんです。

○Ｈ委員 自治会がしなければいけないですよね、でも、それ。

○Ｃ委員 本来はね。すべて地域のあれは自治会一本で入ってもらってやるというんや

ったらわかるけどね。もう支障ないんですよ。行事全部それぞれの組織があるから。そ

こさえまじめにやってくれればね、何の支障もない。

○Ｈ委員 もう少しまとめたり、いろいろ統合したりして活動しないと、なかなかうま

くいかないかなと。

○Ｃ委員 それが連合自治会であり、自治会だと思っているんやけどね。

○Ｇ委員 それをまとめていこうとして、この指針をつくっているわけです。今のその

縦割りのそういう組織のやつをいかに横の連携を取らすかというのが、この指針をつく

るというところの一番基本的なところやと思います。

○Ｈ委員 でも、みんな役員は兼ねてますでしょう。自主防災にしても、みんな地域に

よってね。

○Ｇ委員 地域によって、人材的なものがあると思います。

○Ｈ委員 兼ねたらそれで横の連携はうまくいくと思うんですね。自主防災も、自治会

の役員も、こども会も、それから地域の公民館も、みんな入っています、うちの自治会

は。

○Ｇ委員 だから、兼ねていけるから、そういう地域があれば非常に、すぐにまとまる

とは思います。

○Ｂ委員 そうしていかないとね、やっぱり成り立たないと思う。最初に立ち上げると

きに、その呼びかけをそうしていかないと、うまく行かないと思いますよ。

○Ｃ委員 広く入れるというたら、うちの場合ですよ。自主防災だけです。これが一番

すっきりしているわけです。あとは各種団体の長です、出てくるのは。そこの代表の人

しか出てきません。役員になるのはみんなそうです。一般の人なんて役員になんてなら



れへん。なれるのは自主防災だけです。

○Ｈ委員 自治会はお金集めるのと、それから回覧を回すだけの仕事やったら、なかな

かもっと機能を果たさないといけないかなと思うのと。連携も必要だなって。

○Ｃ委員 何のメリットもないし。郵送したら、それも配る必要もなくなる。

○Ｈ委員 大事な大きな要素が皆抜けてしまうというか、そういうので。

○Ｇ委員 あとは指針として、これを今度は市が出していくときに、その辺の一番大き

い 番のところですね。加入の促進というようなところを、どこまで文言を入れていけ3
るかというところになるかなと思いますね。だから、全体的なところで出す部分なので、

本当に特定した地域とかに焦点を当てるわけにはいかないので、やはりある程度の文言

的には、全体に通じる文言にしかならないかなと思いますけれども、その中でもやっぱ

り、もうちょっとかなりその自治会という部分でも、今の運営について困っている部分

が多いので、その辺をどこまで盛り込んでいけるかとうところを、また検討していただ

ければなという気がします。

これを全体的に見ていまして、途中までは であったり、学校との連携というとこNPO
NPOろになりながら 最後のほうになってくると学校が消えてしまっているんですよね、 。「

法人、企業等、多様な組織との連携・協働」と言いながら、学校はどこへ行ったんです

か。学校について衣笠とか草津から今度学部が移動されるわけですけれども、そういう

大学さんとかに対して、どういうふうな形で地域のコミュニティと連携していく、協働

していくところ。何を求めるのかなというのがいまいち見えてこないのかなと。

企業と同じように、地域の美化活動にも参加してよとか、地域のイベントにも顔を出

してよとかいうもので求めていくのか。高槻のミューズキャンパスがというような形で、

私もよく行くんですけれども、その市と連携しながら公開講座をやって、いろんな知識

を広めたりするような講座を持っていただくとか、そういうのも一つあるのかなと思い

ますけれども。最後のほうは学校が消えてしまって、学校連携って何をするのというの

が全然見えて来ないのかなという気がします。

○Ｃ委員 考え方としては、地域の団体ではないという理解をしているんじゃないかな

と僕は思うんですよ。ということは、時に学校は市の職員やと、教育委員会の職員やか

ら市やという判断をされるしね。

○Ｇ委員 小・中はそれになってくると思うんですけどね。それ以後、高・大になって

くると関わりが変わってきますのでね。

○Ａ委員 あの項目には学校 になっている。あの項目には青健協になっているといPTA
うところがあるので。あの文章のそういう言葉をある程度統一したらいいかなと。ある

いは、この自治会連合会と連携する。自治会連合会に入っていない自治会が結構あるわ

けですから、これはもう自治会と連携という形にしたら。文章の使い方をもう少し揃え



たらいいかもしれない。

○Ｇ委員 ついで文言関係なんですけれども、それでいくと ページ、 、学校、事10 NPO
業所という表現がありますね。ところが、それ以降を見てみると、 とか企業とになNPO
っています。企業と事業所はどう違うのか。それやったらもうどちらかに統一していた

だければなというところがあります。

文言関係で ページですけれども、先ほどの企業関係のところで、 団体や量販店17 NPO
等企業という、わざわざその量販店は別に必要ないんじゃないか。

○Ａ委員 量販店だけが企業と違いますものね。

○Ｇ委員 団体とか、このまま文言を使うのであれば、企業と連携という形。どうNPO
してもこれを取ってしまうと量販店中心の企業でいいのかなというふうな捉え方をされ

ますのでね。いや、幅広く地域にある企業さんみんな入ってよということであれば、わ

ざわざ「量販店等」とい文言なんか要らないと思います。

もう一つ気になるところは、今後、地域の自主組織として地域コミュニティをつくっ

ていったときに、それぞれ地域の中で調整してやっていくと。それぞれのコミュニティ

同士の連携なり、情報の共有化が必要ではないのかな。その辺は情報発信というところ

もあるんですけれども、こういう地域コミュニティとして組織をどんどんつくっていっ

たときには、組織間の連携というのは当然出てくるかと思うんです。

個々の主体になるような自治会であったり公民館であったりというところでは、市の

ほうで集まって、連合会の集まりがあったりとか、公民館館長の集まりがあったりとい

うところは当然やっているかと思うんですけども、一つのそういう地域の自主組織とし

てつくり上げていったときには、この組織間の連携なり、情報の共有という部分も必要

ではないのかなという部分があるので、その辺も今のところ、そういうところが入って

いないので、必要だというところは組み入れるような形で検討いただければと思います。

○Ａ委員 それは校区と校区との連携という意味ですか。大きく捉えて。

○Ｇ委員 今のところでいくと、自主防災の形が校区になってしまっていますよね。

○Ａ委員 Ａ自主防災と、別のＢ校区の自主防災との連携という意味ですか。

○Ｇ委員 そういうことですね。だから、場合によったら、例えば自主防災とかでもし

考えるのであれば、近いところと合同で行事しませんかということも当然できてくるで

しょうし。前にどなたかおっしゃっていたと思うんですけども、地域のイベントをした

ときにバッティングすると。何か知らんけど同じ日ばっかりによくバッティングしよる

ねというような話も前にあったかと思うんですけども、やっぱりそういう部分で、大き

いところでのコミュニケーションも取っていければ、地域の行事の共同開催も今後はや

っていけるのかなという気はします。



○委員長 まだ意見は尽きないと思いますけれども、時間がだいぶ押し迫ってきました。

今日でおしまいということもありませんので、今日出たご意見をさらに継続的に中に入

れられるものは入れていくということにさせていただきたいと思います。

それから、今日の場合は、どちらかというと自治会加入のところに議論が集中しまし

た。ほかにも例えばコミュニティの話で、協議会のあり方についても提案をしているわ

。、 、 、けです あまりそこには議論がいかなかったので 自治会の強化の話は強化の話として

また継続してすることにしても、次回のところで、もう一つ地域コミュニティの活性化

について議論をしていくことが必要であり、議論としてはまだ残っているかと思います。

そうした残されたものも含めて、次回改めて議論をしていくということで進めていくこ

とにしたらいいかと思いますけれども、よろしいでしょうか。

○Ａ委員 はい、異議なし。

○委員長 それでは協議事項 の「コミュニティ基本指針策定に向けて第 ～ 回検討委1 1 5
員会まとめ」の議論は以上にしたいと思います。

○Ｅ委員 すみません。最後に一つだけ追加させてほしいことが。役員とかいうところ

の話で、今 関係も含めて、自治会も最近そうだと思うんですけれども、出てくるのPTA
はほとんどお母さんなんですよ。ですから、家庭の中のほうにもちょっと突っ込んでも

らったところ、男親にというか、男に出てもらうようにということを出してもらう。

もう一つは、委員さんになってもらって、委員の中にまた会員さんがおられる。委員

さんが出れないときは、会員さんの代わりでいいですよと言うけれども、委員さんが会

員さんに頼みにくいという横のつながりといいますか、それが薄くなっていますので、

それもどこか含めて、ちょっと突っ込んだところで指導的なものがあったらいいかと思

います。

○委員長 出された意見につきましては、おやじの会という話もありましたけれども、

実際にはなかなか出にくいということもありますので、そうしたことも、また文面の中

に、検討することにしたいと思います。

よろしいですか。ほかにございませんか。その他ということで、ほかによろしいです

か。

では、事務局のほうから次回の検討についてご案内します。

○青木 本日はどうもいろんなご意見ありがとうございました。事務局のほうから、次

回の案件ということで、本日いただいた部分について加筆、あるいは修正していくとこ

ろと、それから委員長からもありましたように、今回は自治会加入云々という議論が大

きかったので、ほかの部分、その地域の協議会のあり方であるとか、地域担当職員制度、

それから地域への財政支援の一括化等々についても、次回もご議論、ご意見を頂戴でき

ればなと思っております。

また、会議録については、こちらで調整した後、皆様に確認いただいて公開していく

予定にしておりますので、よろしくお願いいたします。



最後に次回の日程でございますが、あと 回、 月、 月に 回ぐらい。 月には一定2 2 3 1 3
成案的なものをと考えておりますので、次回、 月ですと 月の 日からの週ぐらいで2 2 20
できましたらと思っております。皆様相互で調整していただければと思っております。

よろしくお願いいたします。

23 9○委員長 同じ時間帯で 日の木曜日 午前中ということでお願いいたします 時間は、 。

時半から 時半です。11

○青木 場所についてはあらためてご通知はさせていただきます。よろしくお願いいた

します。事務局からは以上でございます。

○委員長 それでは、ほかに何かございますか。ないようでしたら、第 回目の検討委6
員会を閉会させていただきます。どうもお疲れさまでした。

○青木 ありがとうございました。


